
                         議案第１９号

日立市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

日立市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定するものとする。

      令和 ２ 年 ３ 月 ４ 日提出

                日立市長  小 川 春 樹

                                

（提案説明）

市営住宅への入居の円滑化を図る等のため、本条例を制定するもので

あります。



日立市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

日立市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年条例第５１号）

の一部を次のように改正する。

第６条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、同項第３号エ中

「１５歳」を「１８歳」に、「３月３１日までの間にある者」を「３月

３１日が到来していない者」に改め、同号カ中「オまで」を「カまで」

に改め、同号中カをキとし、オをカとし、エの次に次のように加える。

  オ 入居者及びその配偶者の年齢の合計が規則で定める数以下であ

る場合 ２１４，０００円（改良住宅にあっては１３９，０００

円）

第６条第１項中第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ず

つ繰り上げ、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に、

「同 項 第２ 号（ 第 ５号 及 び第 ６号 」 を「 同 項第 １号 （ 第７ 号 及び 第８

号」に、「同項第１号、第３号及び第５号」を「、同項第２号及び第４

号」に改め、同項第３号中「中国残留邦人等」を「中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に規定

する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７

号）附則第４条第１項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する

法律（平成２５年法律第１０６号）附則第２条第１項又は第２項の規定



によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。）を受けてい

る者」に改め、同項第７号中「第１項第３号イ(ｱ)から (ｴ)まで」を「第

１項第２号イ(ｱ)から(ｴ)まで」に改め、同号を同項第９号とし、同項中

第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加

える。

(5) 犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）第２条第２項

に規定する犯罪被害者等（前号に該当する者を除く。）であって、

ア又はイのいずれかに該当するもの

  ア 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し現在居住してい

る住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

  イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等（犯罪被害

者等基本法第２条第１項に規定する犯罪等をいう。）が行われた

ために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる

者

(6) 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第３条第２

項第３号に規定する事業による援助を受けている者

第６条第３項に次の１号を加える。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に居住の安定を図る必要が

あると認める者

第 ６ 条中 第３ 項 を第 ２ 項と し、 第 ４項 を 第３ 項と し 、同 条 第５ 項中

「第３項」を「第２項」に改め、同項を同条第４項とする。

第７条第２項中「前条第１項第３号オ」を「前条第１項第２号カ」に、

「同項第３号イ(ｱ)から (ｴ)まで及び同条第３項第１号から第４号までに



掲げ る 者に あっ て は同 条 第１ 項第 １ 号及 び 第３ 号か ら 第６ 号 まで 」を

「同項第２号イ(ｱ)から (ｴ)まで、同条第２項第１号から第６号まで及び

第１０号に掲げる者にあっては、同条第１項第２号から第５号まで」に

改める。

第９条第２項中「寡婦」の次に「又は寡夫」を加え、「及び第６条第

１項第３号」を「、第６条第１項第２号」に改め、「低額所得者」の次

に「その他規則で定める者」を加える。

第１１条第１項第１号中「資格を有する連帯保証人の連署する」を削

り、同条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、

第６項を第５項とし、同条の次に次の１条を加える。

（期限付き入居の決定）

第１１条の２ 市長は、入居の期間を限って入居させることが適当であ

るものとして規則で定める場合に該当するときは、１０年を超えない

範囲内において規則で定める期間を定めて、前条第３項の規定による

決定をすることができる。

２ 前 項の 規定 に よる 決 定（ 以下 こ の条 に おい て「 期 限付 き 入居 の決

定」という。）は、当該決定に係る期間（第９項の規定により当該期

間を延長した場合には、当該延長後の期間。以下この条において「入

居期間」という。）の満了によりその効力を失うものとする。

３ 市長は、期限付き入居の決定をしようとするときは、規則で定める

ところにより、前項に規定する事項について入居予定者に説明するも

のとする。

４ 入居予定者は、前項の規定による説明を受けたときは、規則で定め



るところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を市長に提出しな

ければならない。

５ 市長は、期限付き入居の決定を受けた入居者に対し、当該入居者の

入居期間が満了する日の１年前から６月前までの間に、規則で定める

ところにより、第２項に規定する事項について通知するものとする。

６ 期限付き入居の決定を受けた入居者は、入居期間が満了する日まで

に、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

７ 期限付き入居の決定をした場合にあっては、第５条第７号及び第８

号、第３１条、第３２条第２項並びに第３４条の規定は、適用しない。

８ 第２項の規定にかかわらず、市長は、期限付き入居の決定を受けた

入居者が当該決定を受けた後に第２７条第２項に規定する収入超過者

又は第３１条第１項に規定する高額所得者に該当するに至ったことを

理由として当該市営住宅を明け渡す旨の申出をしたときは、当該決定

を取り消すことができる。

９ 市長は、入居期間が満了する日において入居者に当該市営住宅を明

け渡すことができないやむを得ない事情として規則で定める事情があ

ると認めるときは、次項の規定による入居者の申請に基づき、１０年

を超えない範囲内において規則で定める期間、入居期間を延長するこ

とができる。

１０ 前項の規定による入居期間の延長を受けようとする入居者は、規

則で定めるところにより、入居期間の延長の申請をしなければならな

い。

１１ 第３項及び第４項の規定は、第９項の規定による入居期間の延長



について準用する。この場合において、第３項中「期限付き入居の決

定」とあるのは「第９項の規定による入居期間の延長」と、同項及び

第４項中「入居予定者」とあるのは「第１０項の申請をした者」と読

み替えるものとする。

第 １ ４条 第１ 項 中「 こ の項 」を 「 この 条 」に 改め 、 同項 た だし 書中

「請求」を「報告の請求」に改め、同条第５項中「最初に第１項又は前

項」 を 「最 初に 第 １項 、 第４ 項又 は 第５ 項 」に 、「 家 賃の 」 を「 家賃

を」に、「、第１項又は前項」を「、第１項又は第４項」に改め、同項

を同条第７項とし、同条第４項の次に次の２項を加える。

５ 市長は、入居者（法第１６条第４項に規定する入居者に限る。）が

次条第１項の規定により収入を申告すること及び第３５条第１項の規

定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、

第１項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、

毎年度、第３５条第１項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則

で定める方法により把握した当該入居者の収入（次項の規定により更

正した場合には、その更正後の収入。第２７条及び第３０条において

同じ。）に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、住宅法施行令第２

条に規定する方法により算定した額とすることができる。

６ 次条第２項及び第３項の規定は、前項に規定する方法により把握し

た入居者の収入について準用する。この場合において、同条第２項中

「前項の規定による収入の申告に基づき、収入を認定し、」とあるの

は「前条第５項に規定する方法により把握した入居者の収入を当該」

と、同条第３項中「入居者は」とあるのは「前条第６項において準用



する 前 項 の通 知 を受 け た入 居 者 は」 と、 「 前 項の 認 定」 と ある の は

「当該通知に係る収入」と、「当該認定を更正し、更正後の収入を」

とあるのは「当該収入を更正し、」と読み替えるものとする。

第 １ ５条 第２ 項 中「 収 入の 額を 認 定し 、 その 額を 」 を「 収 入を 認定

し、」に改め、同条第３項中「更正する」を「更正し、更正後の収入を

当該入居者に通知する」に改める。

第１７条第１項中「第１１条第４項」を「第１１条第３項」に改める。

第１８条第１項中「第１４条第５項」を「第１４条第７項」に改める。

第２５条第２項に次のただし書を加える。

  ただし、市長が、当該模様替え若しくは増築又は建物若しくは工作

物の設置について、当該市営住宅の利便の増進に資すると認めるとき

は、この限りでない。

第２７条第１項中「認定した市営住宅の入居者の収入の額が第６条第

１項第３号」を「認定し、又は第１４条第５項に規定する方法により把

握した市営住宅の入居者の収入が第６条第１項第２号」に改める。

第２９条第１項中「第１４条第１項」の次に「及び第５項」を、「毎

月、」の次に「当該認定に係る」を、「第８条第２項」の次に「又は第

３項」を加える。

第３０条第１項中「認定した市営住宅の入居者の収入の額」を「認定

し、又は第１４条第５項に規定する方法により把握した市営住宅の入居

者の収入」に改める。

第３２条第１項中「及び」の次に「第５項並びに」を加える。

第３５条第１項及び第３８条中「及び第４項」を「、第４項若しくは



第５項」に改める。

第３９条中「第１４条第１項」の次に「若しくは第５項」を加える。

第 ４ ０条 第１ 項 第５ 号 中「 第１ ２ 条」 を 「第 １１ 条 の２ 第 ６項 、第

１２条」に改め、同条第３項及び第７項中「年５パーセント」を「法定

利率」に改める。

第４７条中「第１１条第４項」を「第１１条第３項」に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）前に決定

した市営住宅の入居者に係るこの条例による改正前の第１１条第１項

第１号の誓約書の効力は、当該誓約書に連署した連帯保証人の当該市

営住宅に係る保証契約が継続する間、なお従前の例による。

３ 施行日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の第４０条

第３項及び第７項に規定する利息については、なお従前の例による。


